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はじめに

　本研究では、広島県東広島市を事例とし、

学校空間の多文化化が進行する日本の教育

における諸問題の中でも学校給食に焦点を

あて、滞日ムスリム（イスラーム教徒）た

ちが「ムスリムネス（ムスリムらしさ）」を

守るために何が障壁となるのか、について

検討し、学校給食とイスラームの課題解決

への糸口を考察する。

　日本のムスリム人口は増加し続けており、

正式な統計はないが、2018 年時点でおよそ

20 万人が日本にいるといわれている。その

うち日本人ムスリムは 4 万 3 千人と少なく、

日本にいるムスリムのほとんどが外国籍の

移民である（店田 2019）。母国と異なる日

本の学校教育制度の中でも、給食、服装、

断食月、宗教的要素を含む学校行事の参加、

宗教教育、の問題が先行研究により明らか

にされている（杉本 2000; 服部 2007; 丸

山 2007）。日本の国公立学校では教育基本

法第 9 条によって、中立性を維持するため、

特定の宗教のための宗教教育や宗教的活動

が禁止されている（文部科学省 n.d.）。そ

のため、日本の学校における宗教的課題は

特別対応という形で対応される。しかし、

日本の学校文化は、恒吉（1996）が指摘す

るよう、共感や相互依存などの価値の共有

に依拠し、皆が同時に同じことをするとい

う一斉共同体主義によって成り立っている。

多文化共生社会が叫ばれる中、日本の教育

は一斉共同体主義を見直し、個人に寄り添

うべきなのか、ムスリムたちが日本の学校

文化に寄り添うべきなのか。本研究では、

日下部（2022）のムスリムネスを分析の枠

組みとし、ムスリムの視点から東広島市の

給食を事例に、学校給食とイスラームの課

題解決への示唆を得ることを目的とする。

１．学校給食における宗教対応に関す

る先行研究

　世界的に学校給食（school meal, school 

lunch）が提供されるようになった背景には、

貧困対策や栄養補給という目的があった。

例えば、日本においては、1889 年に貧困対

策事業として山形県で開始された。またア

メリカでは、1946 年に子どもたちの健康と

安定した生活を保護するため、初めて国家

による給食制度が確立された（Ralston et al., 
2008）。現在、この貧困対策としての学校給

食の役割は保持されつつも、グローバル化

は、学校給食に新たな議論をもたらしてい

る。マイノリティと分類される個人の宗教

や信条に応じた食の禁忌や忌避に、公的機

関である学校がどこまで対応すべきか、と

いう議論である。

　学校における給食とイスラームについて

は、多くの移民を受け入れる欧州を中心に

議論が盛んであり、地元民、そして新参者

として扱われるムスリム移民の二項対立の

視点で議論が展開されている。この構造に
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ついて Osowski と Sydner（2020）は、ス

ウェーデンのブログや掲示板への投稿の分

析を通して、スウェーデン人の学校給食

に対する意見は、伝統主義派（Traditional 
School Meals）と文化相対主義派（Cultural 
Relativist School Meals）に分かれていること

を明らかにした。彼女たちの理論によれば、

ムスリム移民が多いフランスは、伝統主義

派の傾向が強い国だといえるだろう。フラ

ンスの給食問題に関し、Maxwell（2019）は、

ムスリムからの要望が多くの学校や自治体

で聞き入れられていない現状を指摘してお

り、このフランスにおける宗教食への対応

は、ムスリム移民をどのようにフランス社

会に統合するかという政治的な問題に関連

すると指摘する。フランスでは世俗主義の

原則により、宗教や信条の区別なく法の下

ですべての人が平等であることが保証され

る。Chrisafi s（2015）は、学校給食の豚肉を

めぐる論争が、2015 年のパリのシャルリエ

ブド襲撃事件以降、フランスの世俗主義の

原則を利用したイスラームを公共の場から

排除するために使用されていると指摘する。

こうした論争は、フランス国内外のメディ

アで報じられている（例えば BBC (Schofi eld, 
2015) , ガーディアン(Chrisafi s, 2015), ル・
モンド (Le Monde avec AFP, 2020)）i。この

ように、ムスリムに対する学校給食の特別

対応は、これまでの形式や文化を重んじる

伝統主義派と、個の意見を尊重する文化相

対主義派との二項対立の構造をとり、学級

を超えて社会的あるいは政治的な論争に発

展することもある。

　次に研究の視点を学級内レベルに移そう。

Giovine（2014）は、イタリアに移住したム

スリムの親にインタビューを行い、給食の

特別対応は、教室内における社会的断絶を

もたらすと指摘した。聞き取りを行った親

の子どもたちが通う小学校では、アレルギー

や宗教などによる食事制限のある子どもは、

先生の横に座らされ、周りの子たちと分別

されて食事をとっていた。このように先生

のテーブルに隔離されて給食を食べる子ど

もたちは、授業の合間の休み時間に、他の

子どもたちとの歓談を十分に楽しむことが

できず、その結果、統合性が損なわれ、ク

ラスメートとの違いを感じ、あたかも悪い

ことをして特別な監視下に置かれているよ

うな状態を作り出していると指摘している。

またデンマークの研究においても、違う食

文化を持つムスリムの子どもたちと、デン

マーク人の子どもたちとの間に社会的分

断があるとの指摘がある（Karrebæk, 2014; 
Andersen et al., 2015）。Andersen ら（2015）は、

給食プロジェクトの試用期間と通常の弁当

持参時の双方の学級を参与観察した。デン

マークの公立学校は給食でなく、各自が弁

当を持参するのが主流である。これまで同

じ食事を囲んで共に食べることが社会性を

向上させると考えられてきたが、給食は同

じ食事を強要することで、オランダ人と少

数派のムスリムの子どもたちの間の差別化

を強調させると指摘している。このように、

食文化の違いは、地元民と移住してきたム

スリムの子どもたちとの間に、学級内の乖

離を可視化している。

　こうした学校の特別対応や乖離に対し、

ムスリムである当事者たちはどう思ってい

るのか。ムスリムを調査対象とした研究か

ら、学校の対応に対する親の不安（Twiner 
et al., 2009）、ハラールに対する周囲の知識

不足（Karrebæk, 2014; Andersen et al., 2015）、
子どもたちが感じる疎外感（Giovine, 2014; 
Andersen et al., 2015）、宗教と社会性のジレ

ンマ（尾身 1988）、が確認された。イギリ

スの研究では、給食業者が本当に宗教規範

を理解しているか疑問視していることから

弁当を持参するという親の意見が確認され

た（Twiner et al., 2009）。Andersen ら（2015）

のフィールドワークでは、ハラール肉でな

い牛肉を食べないムスリム児童に、複数の

児童たちが、なぜ食べないのか？と、詰め
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寄って、ムスリム児童が言い返せなかった

出来事が確認されている。モロッコから日

本に嫁いだ尾身は、娘がみんなと一緒にな

れない、という理由で弁当ではなく給食を

選択した。「生きるためには世の中に合わせ

ないと生きていけない」という信念の下、

彼女は娘の給食を容認した（尾身 , 1988）。

学校の昼食が、皆が同じものを食べる給食

やカフェテリア形式であっても、弁当持参

であっても、少数派であるムスリムたちは、

学校給食の在り方に問題を抱えている。

　以上、欧州の研究をみてきたが、日本に

おいてはどうだろうか。日本では移住して

きたムスリムの教育に関する研究に、給食

問題が取り上げられる（杉本 , 2000; 丸山 , 

2007; 服部 , 2007; 店田・岡井 , 2010）程

度で、給食に焦点をあてた研究は、「食マイ

ノリティ」というテーマで共同研究を行う

山ノ内・四方（2021）の研究を除き、管見

の限り見当たらない。本研究の対象地域で

ある東広島市のムスリム児童の教育支援に

ついて、松井（2017）が一つの小学校を事

例に研究を行っているが、給食は一つのム

スリム児童の受入支援として断食月、礼拝、

服装への対応と共に、フィールドワークの

結果が論じられている。店田・岡井（2010）

が関東大都市圏において行った調査によれ

ば、給食は日本の学校教育において、ムス

リム親が最も懸念する事項であった。また、

伝統主義派に分類したフランスと類似して、

日本の学校給食は、日本の食文化の継承と

発展に重点を置いていることが、2005 年の

食育基本法や 2008 年の学校給食法の改正に

より確認することができるii。しかし、生

死にかかわるアレルギー対応にはガイドラ

インが制作されているのとは対照的に、学

校給食の宗教対応は進んでいないのが現状

である。丸山（2007）や服部（2007）の論

文から、14 年前と現在の学校給食の宗教対

応を比較すると、当時から変化がないこと

がわかる。このように、日本でも学校給食

とイスラームについては、論点となってい

るものの研究が不足している。

　以上のように、学校給食は貧困削減といっ

た福祉的な側面を開始当初から継続しつつ、

多文化化の文脈で、自国文化の継承あるい

は異文化への対応、という人権的な側面へ

と議論が移行しつつある。多文化化に伴い、

どのように対処していくべきかが求められ

ているが、欧州でも日本でも学校給食の宗

教対応の突破口が見つからず、個人や学校

など小規模集団でしか対応ができていない

というのが、現状であるといえよう。本研

究では、「ムスリムネス（ムスリムらしさ）」

をどのように守ろうとしているのか、とい

うムスリムの視点に焦点をあて、外国人人

口が増加し続けている広島県東広島市を事

例とし、学校給食とイスラームの課題解決

への示唆を得ることを目的とする。

２．ムスリムネスと食

　ムスリムネスという言葉は、一般的には、

「ムスリムらしさ」、あるいは「ムスリムと

してのあるべき姿」という定義でことたり

るだろう。日下部（2022）は、こうしたム

スリムとしてのあるべき姿に加え、「イス

ラームにおける宗教的権威を有する機関・

政府、あるいは宗教教育機関において、ロー

カルからグローバルまでの社会情報の収集、

解釈がなされたうえで創出・普及される〈ム

スリムらしさ〉の同時代的規範性」のこと

であると定義する。本研究では、この定義

を援用し、日本という非イスラームの文化

圏において、日本、出身地域、グローバル

社会を通して情報を収集し、解釈を行った

滞日ムスリムが、創出・普及する〈ムスリ

ムらしさ〉の規範性をムスリムネスと呼ん

で分析、考察を行う。

　したがって、ムスリムネスの創出・普及

については、ムスリムたちが情報をどのよ

うに解釈するかによって異なるので、個人
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差が生まれる。ここでイスラームの聖典で

あるクルアーンの言説と、アフリカとアジ

アのイスラーム圏を主要な研究地域とする

筆者らの滞日ムスリムとの交流から体験し

た事例について紹介したい。クルアーンに

は、「あなたがたに禁じられたものは、死肉、

（流れる）血、豚肉、アッラー以外の名を唱

え（殺され）たもの…」（第 5 章「食卓章」

3 節）iii とある。このようにクルアーンや

イスラーム法で禁じられた食材はハラーム、

禁じられていない食材はハラールと称され、

ハラームを口にしないことはムスリムに

とっての信仰となる。前述の通り、ハラー

ルとハラームを理解しつつも、実生活の現

状を鑑みてどの程度クルアーンを遵守して、

実践するかは個人差がある。例えば、「クル

アーンに（書いてあるの）は『豚肉』だけ。

鶏肉と牛肉は大丈夫。」といって豚肉だけを

避ける筆者の知人もいれば、ハラール肉で

なければ鶏肉も牛肉もだめだと、一緒に食

事に行っても野菜や魚介類しか食べない知

人もいる。また、様々な食材に含まれる豚

肉由来のポークエキスやゼラチンもハラー

ムであるが、気づかなければ食べたことに

ならない、と考える人も多い。前述の野菜

や魚介類しか食べない知人もそこまでは気

にしていないようである。むしろ、気にし

ていれば日本で生活できないというのが実

情だろう。ハラームな食材は豚肉だけでは

なく、アルコールも含まれる。「酒…は、忌

み嫌われる悪魔の業である。これを避けな

さい。…」（第 5 章「食卓章」90 節）とい

うのがクルアーンの言説である。醤油や味

噌の製造過程で発生する微量のアルコール

もハラームだと考える人もいるが、調味料

のアルコールまで気にする人は少ないだろ

う。このように、宗教実践には個人差があ

ると共に、イスラームの教えと日本文化に

折り合いをつけ、ムスリムたちは自分たち

の信仰を維持しようと生活している。

３．研究方法

　本研究が事例とする広島県東広島市は、

学園都市およびテクノポリス都市という特

徴をもち、外国人人口が増加している。人

口が約 19 万人（東広島市 , 2021a）、その

内外国人人口は 7,230 人である（東広島市 , 

2020）。1982 年に広島大学が広島市から東

広島市に移転して以降、世界的な半導体産

業をはじめとして、自動車部品、農業機器

の工業団地が発展し、そこで働く外国人の

数も増加。東広島市では、年々住民の多国

籍化が進展している。市内の大学は広島大

学のほかに、広島国際大学、近畿大学工学部、

エリザベト音楽大学がある。国籍別にみる

と、中国、ベトナム、韓国の順に多く、欧

州や北米の先進国より、新興国（ブラジル、

タイなど）や発展途上国（フィリピン、イ

ンドネシア、インドなど）からの移民が多

い（東広島市 , 2020）。今後も外国人人口

の増加が見込まれており、東広島市は「2030

年のあるべき姿」として、学生や外国人が

定着し、活躍するまちを目標の一つに掲げ

ている（東広島市 , 2021b）。東広島市は、

国内の他都市と比較して外国人数が一段と

多いわけではないが、多文化共生の視点な

しには市の発展を考えることができない都

市といえる。

　イスラームに関しては、2012 年、広島大

学近郊に広島県内で初めてイスラーム文化

センターが設立された（広島イスラーム文

化センター 2015）。この広島イスラーム文

化センターは、東広島市内のマンションの

1 階と 4 階に礼拝のスペースがあり、他の

フロアには広島大学のムスリム留学生や非

ムスリムの日本人が住んでいる。2017 年に

は市内の中心地にハラールショップが開設

された。インドネシア人がオーナーのハラー

ルショップには、東南アジアの食材に加え、

ハラールの醤油や味噌などの日本の調味料、

冷凍肉などが販売されている。ハラール肉



　（表１）調査対象者（ムスリム親）

（注）同じアルファベットは、同じ世帯であることを示している。また世帯構成のカッコ内はインタ

ビュー時の学年を示している。
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に関しては、市内の業務スーパーでも冷凍

加工品を購入することが可能である。また、

広島大学内の学生食堂でもハラールフード

が提供されている。東広島市は、80 年代以

降より外国人人口が増え続けており、イス

ラームに関してはここ 10 年ほどで、宗教的

商圏が徐々に広がりつつある。

　東広島市は、今後も留学生受け入れや、

技能実習制度の拡大により人口の増加が見

込まれている。その一方で、留学生に関し

てはその多くが卒業後は東広島市に留まる

わけではなく、母国へと帰還する人が多い。

親の修学のために日本にやってきた子ども

たちが、日本の学校に在籍するのは 2 年～

5 年の短期間というパターンが多いともい

える。これまで日本に長く住み、日本文化

に順応していく永住型の外国人が多かった

東広島市も、留学生の増加に伴い、日本文

化に完全に順応する前に帰国する外国人が

増えているという特徴がある。

　このように東広島市の現状は、外国人数

の増加と共に、イスラーム宗教商圏の規模

も拡大の最中にある。留学生の増加に伴い、

短期型の滞在者が増加しているが、永住ビ

ザを取得する者も増えている。また、新興

国や発展途上国にルーツをもつ移民が多い。

多文化化に向かう過渡期にある東広島市を

調査地とすることで、伝統的な一斉共同体

主義から文化相対主義への過程における、

個人のムスリムネスに関する課題を浮き彫

りにすることができると考える。

　本研究では、10 世帯の東広島市在留外国

人に対し、30 分から 1 時間程度の半構造化

インタビューをオンライン（Zoom）または

対面にて行った。インタビューを実施した

の は、2020 年 7 月、2021 年 3 月、5 月、7

月である。この 10 世帯は、家族で来日して

おり、子どもが東広島市の幼稚園ないし保

育園、小学校および中学校に通学している。

インフォーマントは、東広島市の小学校に

通学経験があることを条件に探した。宗教

はイスラーム（8 世帯）、ヒンドゥー教（1

世帯）、アニミズム（1 世帯）であった。本

研究はムスリムに焦点をあてて考察を行う

ため、ヒンドゥー教徒、アニミズムの２世

帯は、学校給食の多文化化を考察する上で



　　　　 （図１）東広島市 A、B小学校の給食の宗教対応
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参考としたが、残りの 8世帯（表 1）のデー

タを用いて分析を行う。東広島市へ移住し

たのは、2016 年から 2019 年の間と、どの

世帯も東広島在住歴が 5 年以下であった。8

世帯の子どもたちが通う学校は、教員にイ

ンタビューを行った A 小学校、B 小学校の

ほか、同じく市立小学校の C 小学校と D 小

学校があった。また、市内の公立小学校 2

校の日本語指導担当教員より 1 時間程度の

インタビューを実施し、学校側の宗教対応

や、教員の目からみたムスリム児童の振る

舞いについて情報を収集した。日本語指導

担当教員は、特別な資格や経験を有する役

職ではなく、いわゆる普通の教員免許をも

つ小学校教員である。

　分析は、インタビューの録音データない

しインタビュー後のフィールドノートを基

に、トランスクリプトを作成し、コード化

を行った。その後、それらを「ムスリムネ

スを混乱させる行動」と「ムスリムネスを

守るための行動」に分けた。「ムスリムネス

を混乱させる行動」には、弁当作り、容認、

給食が食べたい、周囲との差異、学校の宗

教対応のコードが導出された。「ムスリムネ

スを守るための行動」には、完全弁当持参型、

弁当作り、転校、家庭教育、特別対応に対

する理解と慣れ、学校の宗教対応のコード

が導出された。本稿では紙幅の都合上、こ

れらのコードの中でも、ムスリムネスを守

るための障壁となり得る「ムスリムネスを

混乱させる行動」で抽出されたコードに焦

点をあて、ムスリムが日本の学校環境でム

スリムネスを創出・普及する上での課題を

考察する。

４．調査結果

　はじめに、インタビューより明らかとなっ

た東広島市の給食の宗教対応につき概観し

たい。調査対象校 2 校の宗教対応は図 1 の

ようにまとめられた。いずれも東広島市内

の中心地に位置する市立小学校である。各

校の外国籍児童は 20 名前後で、そのうち

ムスリム児童は A 小学校では 12 人、B 小学

校では 13 人といずれも過半数を占めてい

る。そして給食や断食月などの宗教対応の

詳細については、最初の親と学校との面談

で確認されるが、給食の場合、書類を提出

すれば途中での変更が可能である。2 校の

違いは、親との担当窓口が日本語指導担当

教員か、学校の事務員ないし養護員が担当

していたことであった。学校生活が始まる
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と、両校の日本語指導担当教員は、１か月

のメニューが記載された給食配膳表の食べ

られない食材に印をつけて、家庭に配布す

る。日本語指導担当教員を悩ませていたの

は、給食センターから配布される給食成分

表の有無であった。公営の給食センターか

らは成分表が配布されず、担当者の業務を

煩雑にしているようであった。また私営の

給食センターもサービスで行っているので、

「いつなくなってもしょうがない」状態であ

るという。本調査を通し、給食の宗教対応

については４つの方法があることが明らか

となった。「完全弁当持参型」、「完全学校給

食・除去型」、「弁当・給食折衷型」、「完全

学校給食型」である。「完全弁当持参型」の

子どもは、毎日弁当を持参し、牛乳や米も

含め給食は一切食べない。「完全学校給食・

除去型」は、食べられない食材を料理から

除去することで、宗教的な食事制限を解決

しており、宗教行為に対して寛容である。「弁

当・給食折衷型」は、事前に配布された献

立を確認し、弁当を持参したり、給食を食

べたりする。そして「完全学校給食型」は、

宗教上の食事制限を留意しない人たちを指

す。B 小学校では、牛乳だけ注文すること

ができるが、A 小学校では会計が複雑にな

るとの校長の判断で、受け付けていなかっ

た。

 

4.1　弁当作り

　本研究のインフォーマントは、毎日弁当

を持参するか、豚肉がある日は弁当を持参

するか、の「完全弁当持参型」あるいは「弁

当・給食折衷型」の選択を行っており、弁

当作りには苦心しているようであった。

夜勤のパートをしているので、疲れて

いるときは即席めんをもたすこともあ

ります。（母親D、主婦、バングラデシュ）

妻は、私（夫）、長女、長男、3 人分の

弁当を作るので、妻の負担も考えて豚

肉のメニューがある日のみ弁当を持っ

て行っています。（…中略…）（ハラー

ル肉でない鶏肉や牛肉を子どもに食べ

させることは）心苦しいのですが、仕

方ないと思っています。（父親 G、会社

員、バングラデシュ）

本研究のインフォーマントの家庭では、弁

当作りは主に母親の仕事となっていた。彼

女たちはパート職員あるいは無職であり、

正規社員や学生の者はいなかったが、毎日

の弁当作りに苦心しているようであった。

「ムスリム用のメニューを作ってくれればい

いのに」（母親 F、主婦、アフガニスタン）、

「毎日とは言わないが 1 か月に 5 － 10 日程

度、みんなが食べられる共通の食べ物を提

供してほしい」（父親 H、会社員、バングラ

デシュ）といった、ハラール対応を願う声

も父親、母親双方から聞かれ、少しでも家

庭の負担を減らす方法があればという想い

を抱いていた。父親 G は、弁当作りの負担

を考慮した結果、「仕方なく」豚肉以外の肉

はあきらめるという選択をとっていた。父

親 G の娘が通う小学校の 2021 年 11 月の献

立表を確認してみると、20 日間のうち豚肉

が献立に含まれる日が 9 日間、鶏肉や牛肉

も含めると肉が給食に提供される日が計 19

日間あった（東広島市 2021c）。鶏肉や牛肉

まで気にしていたら、母親はほぼ毎日弁当

を作り続けなくてはならないということに

なる。弁当を持参するという行為は、ムス

リムネスを守るための行動であると考えら

れるが、弁当作りの負担がムスリムネスの

普及を守る上での障壁となり得ることが示

唆された。

4.2　給食が食べたい

　教員、親の語りから子どもたちの「給食

が食べたい」という気持ちが浮き彫りとなっ

た。給食が食べたいと思う裏側には、給食
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がおいしそうだという羨望や食べてみたい

という好奇心から、あるいは特別対応とい

う周囲との差異に居心地の悪さを感じるこ

とから、という２つの理由に分けることが

できた。

　父親 C は、息子が日本食に挑戦したいと

いう好奇心から給食を口にし、後々それが

豚肉であったことが判明したという、ムス

リムにとっては事件を語ってくれた。父親

A も、娘がみんなはおいしそうな給食を食

べていると家庭で話すことがあると言った。

幼少期から来日している子どもは親と違っ

て、日本食に抵抗を感じない子どももいる。

母親 D は、長女は日本食が好きで特に、寿

司、うどん、ツナマヨのおにぎりが好物だ

と話した。日本で初めて教育を受け、親よ

りも流暢に日本語を話す子どもも多い。日

本の学校環境で育った子どもたちにとって、

給食の時間は、授業中には感じない周囲と

の差異を感じさせる時間となっているかも

しれない。

　給食の特別対応に関する周囲との差異は、

子どもに居心地の悪さを感じさせているこ

とが親と教員へのインタビューより明らか

となった。

慣れるまででも子どもは負担がかかる

し。弁当持つだけで浮いてしまう。な

んで同じクラスでいなきゃいけないの、

と子どもから聞かれることも。同じイ

ンドネシア人でも違うし、弁当持ちは

目立つ。（母親E、自営業、インドネシア）

たまに娘が国に帰るべきだと言うので

す。おそらく、学校で心細い思いをし

ているのでしょう。（母親 F、無職、ア

フガニスタン）

ムスリム児童の特別対応に関し、A 小学校、

B 小学校の教員は、周囲の子どもたちは当

たり前のこととして違いを受け入れ、認め

ている子たちがほとんどだと説明した。そ

の一方、当事者であるムスリムの子どもた

ちは、みんなが一緒に給食を準備し、同じ

献立を食べている状況において、自分が違

うものを食べていることに少なからず居心

地の悪さを感じているようであった。親た

ちは、自分たちがムスリムであり、食べら

れるものと食べられないものがある、と説

明したら子どもは理解を示した、と我々に

説明したが、A 小学校の日本語指導担当教

員は、毎日弁当を作ってくれる母親を気遣っ

て、給食を食べたいと言い出せなかった子

どもが過去にいた事例を語った。母親 E の

娘と同じクラスのムスリム児童は、周囲と

異なる対応であることを嫌がり、弁当では

なく給食を選択したという。また、同じム

スリム、同じ国籍であっても家庭によって

弁当を持参したり、給食を食べたりと対応

が異なることに疑問をもつ子どもも確認さ

れた。

娘たちは弁当か給食かを比べたがるの

です。なんであの子はムスリムなのに

とか、インドネシア人なのに給食を食

べているの？なんで私だけ（毎日弁当

を持参しているのか）？なんであの子

たちは弁当を持ってきたり、持ってこ

なかったりできるの？というようにで

す。（父親 B、修士課程、インドネシア）

周囲の非ムスリムの子ども、さらにはムス

リムの子どもと自分を比べ、居心地の悪さ

を感じる子どもが確認された。彼／彼女た

ちは、ムスリムネスを守るという、ムスリ

ムにとってあるべき行動をとっているにも

関わらず、周囲との差異に居心地の悪さを

感じている。母親 E は、当初いじめを恐れ

て、周囲にあわせて給食を食べさせていた

が、徐々に、これからムスリムとして子ど

もが生きていく際に、それは正しいのかと

いう疑問を持ち、弁当持参型になったとい
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う。学校給食の特別対応は、ムスリムの子

どもたちにとって、学校給食を「食べない」

ことで育まれるムスリムネスと、学校給食

を「食べる」ことで得られる平穏、という

二択を与えていることが示唆された。

５．考察

　本研究では、東広島市の 8 世帯のムスリ

ム家庭の調査より、学校給食の時間に弁当

を持参することで、自分たちのムスリムネ

スを守っていることが明らかとなった。し

かし、毎日弁当を作ることの大変さや、特

別対応による周囲との差異は、ムスリムが

日本の学校環境でムスリムネスの創出・普

及を行う上での課題となっているのではな

いか、と本研究は考える。特別対応による

周囲との差異は、子どもたちに給食が食べ

たいと考えるきっかけを与えていることが

示唆された。先行研究が指摘したよう、学

級内において異なる食べ物を食べるとい

うことは、子どもたちの社会的分断をも

たらし得る（Giovine, 2014; Karrebæk, 2014; 
Andersen et al., 2015）。学校給食を「食べない」

ことで育まれるムスリムネスと、学校給食

を「食べる」ことで得られる平穏、滞日ム

スリムにとってどちらを取るべきなのか。

この問いへの回答は、多様な視点から考え

ることができるだろう。本研究では、日本

の学校給食制度の見直しは、国際協力機構

が教育協力を実施する上で掲げている「人々

のニーズに応じた質の高い『途切れない学

び』の実現（国際協力機構 2015）」という

概念に等しいと考える。すなわち、マイノ

リティであるムスリムのニーズに応じた学

校給食制度を構築することは、彼らの日本

における質の高い「途切れない学び」を実

現させる上で重要である。また、東広島市

のような新興国や発展途上国から来る人々

が多い日本国内の地域において、こうした

制度の見直しをすることは、人々の移動が

活発化する現代において、国際協力教育の

重要な支援の一つになり得るのではないだ

ろうか。

おわりに

　本研究は、ムスリムネスを分析の視点と

して、滞日ムスリムの学校問題から給食に

焦点をあてて考察した。インタビュー調査

を通して、日本語指導担当教員らの全学年

の外国籍の生徒、そしてその両親、周囲の

子どもたちに対する真摯な対応が強く思い

浮かばれた。子どもたちの間で問題が起こ

らないよう、断食月の前に断食について学

級に説明したり、断食月の給食の時間は、

日本語教室を開放して DVD を上映したりす

るなど工夫していた。ムスリムネスを守る

ことと、学校生活の質を向上させるために

は、親と日本語指導担当教員との連携は不

可欠である。この保護者対応が文化の違い

から難しいと感じる時もある、と日本語指

導担当教員の本音が聞かれた。今後、東広

島市の外国人人口の増加が見込まれており、

日本語指導担当教員の業務が増えることも

予想される。日本語指導担当教員を支援す

る体制が、教育委員会や小学校だけでなく、

東広島市の給食センターやムスリムコミュ

ニティも参与することによって強化する必

要があると考える。家族を同伴する留学生

が増えていることから、大学が、事前に親

の学校に対する支援などに関する情報を提

供する重要性も高いといえるだろう。

　本研究の制約は、親および教員へのイン

タビューに留まり、子どもの意見を考慮し

た分析ではないことである。毎日弁当を作

ることの大変さや、特別対応による周囲と

の差異が、親および子のムスリムネスを守

る上での障壁となり得ると、本研究は示唆

したが、特別対応による周囲との差異を感

じている本人は、子どもたちである。親は

弁当を持参することでムスリムネスを守っ
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ていたが、親のムスリムネスは子どものム

スリムネスにつながるのだろうか。親は、

子どもはなぜ弁当を持参するかその理由を

理解しているといった。しかし、これは子

どものムスリムネスの普及というより、親

に従った結果なのかもしれない。また、イ

ンフォーマントの中には日本滞在歴が 5 年

以上の者もいたが、全員が東広島市に来て

5 年以下の滞在者であった。日本の給食対

応は、丸山や服部の研究より 14 年経っても

ほぼ変化がないことを確認している。5 年、

10 年以上滞在し、学校給食においてどのよ

うにムスリムネスを創出、普及させてきた

か、という長期滞在者の視点も包摂するこ

とで、今後学校給食とイスラームの課題解

決を考察していきたい。
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脚注

i フランスの代表的な新聞ル・モンドのウェブ

ページより「豚肉（porc） ライシテ（laicité）」

と検索すると、1980 年代後半ごろより、ムス

リム児童の食堂における豚肉提供と世俗主義

についての議論が書かれた記事を見つけるこ

とができる。

ii 「食育基本法（平成十七年六月十七日法律第

六十三号）」（農林水産省）https://www.maff.

go.jp/j/syokuiku/attach/pdf/kannrennhou-20.pdf、

「学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）」

（e-Gov ポータル）https://elaws.e-gov.go.jp/docu

ment?lawid=329AC0000000160（2021 年 11 月 7

日アクセス）。

iii 聖クルアーンの日訳は「イスラームのホーム

ページ」http://www2.dokidoki.ne.jp/islam/quran/

quran000.htm から引用。


